
広報ごか　2026. 1 14

ごかの
お知らせ

役場の代表電話は
☎0280（84）1111です

No.604

保険税等の納付額確認書
の交付（確定申告用）

お 知 ら せ

令和７年中に普通徴収（現金納付ま
たは口座振替）で納付した保険税等
を、確定申告の社会保険料控除に利
用する場合に添付する確認書を、役
場各担当窓口で交付します。
※役場で申請の場合は添付必要なし
※年金天引きの保険税等は年金支払
機関（日本年金機構など）送付の
源泉徴収票等で確認
※納税義務者（被保険者）本人、同
一世帯の方、振替口座名義人が来
庁する場合以外は委任状が必要
●交付開始日　１/６（火）
●交付時間
　８：30～17：00（役場閉庁日を除く）
●持参するもの　本人確認書類（マ
イナンバーカード等）
●対象の保険税（料）・交付場所
・国民健康保険税
・後期高齢者医療保険料
　町民税務課　③番窓口
・介護保険料
　健康福祉課　⑦番窓口
町民税務課　課税係

　☎（84）1966（直通）
　健康福祉課　高齢者支援係
　☎（84）0006（直通）

確定申告のお知らせ

役場の確定申告受付期間
２/16（月）～３/16（月）
（役場閉庁日を除く）
※受付時間等が変更になることがあ
りますので、詳しくは「広報ごか」
２月号をご確認ください。
※申告者がご自身で作成した確定申
告書は、役場窓口では受付けでき
ませんので、古河税務署へ郵送し
てください。
町民税務課　課税係

　☎（84）1966（直通）

国民健康保険税と後期高齢者医療
保険料の納付方法は選択できます

年金からのお支払いを口座振替へ切
り替えることができます。
１/30（金）までに手続きすると４月
分の年金からの支払いが中止され、
７月から口座振替でお支払いただく
ことになります。口座振替の依頼が
済んでいない場合は、併せて手続き
が必要です。
また、前述の期限を過ぎて手続きを
した場合は、６月分以降の年金から
中止されます。
※すでに変更申出済みの方は手続き
不要
町民税務課　課税係

　☎（84）1966（直通）

医療福祉費助成制度（マル福）

マル福とは医療費を助成する制度で
す。要件に該当する方でまだ申請さ
れてない方はお申し出ください。
●小児
　０歳～18歳の方（18歳に到達した
最初の３/31まで対象）

●妊産婦
　母子手帳の交付を受けた方
●ひとり親
　18歳未満の子とその親、20歳未満
の一定の障害を持つ子とその親、
配偶者が重度心身障害者である方
およびその子

●重度心身障害者
　以下の交付・判定を受けた方
・身体障害者手帳１・２級
・身体障害者手帳３級の内部障害
・知能指数35以下の判定
・身体障害者手帳３級かつ知能指数
50以下の判定

・障害年金1級に該当
・特別児童扶養手当１級の対象
・精神障害者保健福祉手帳１級
・身体障害者手帳４級かつ知能指数
50以下の判定

・精神障害者保健福祉手帳２級かつ
身体障害者手帳３級または４級

・精神障害者保健福祉手帳２級かつ
知能指数50以下の判定

　なお、所得基準がありますので詳
細はお問い合わせください。
町民税務課　保険係

　☎（84）1965（直通）


